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秋

冠水被害対策　
都議会議員に当選させて頂いた直後、
市議会議員時代に集中豪雨などで起
こる「床下浸水や床上浸水」の対策に
ついて、東京都へ広域連携で雨水対
策を行って欲しいと要望を行ってい
ました。
29年8月9日を皮切りに「空堀川流域
広域雨水整備検討協議会」が武蔵村
山市・東大和市・立川市の3市と東京
都で設置され、2回の協議会を開催す
るとともに「空堀川流域広域雨水整
備検討協議会幹事会」を６回開催し、
整備手法などの検討を重ねてきまし
た。その結果、事業を着実に進め、早期
に効果を発揮するためには、広域雨
水幹線整備が合理的であることから、
東京都が流域下水道事業として実施
することにしました。

検討内容：過去の浸水被害の状況や地形の状況など
１現状調査、２降雨シミュレーションの実施、３整備方法の検討、４段階的整備手法の検討、５事業主体の検討　の検討が行われた。
基礎調査では、対象地区（東大和市・武蔵村山市・立川市）は、空堀川上流右岸流域であり、空堀川に沿って東に傾斜しているが、武蔵村山市南部お
よび立川市部分については、概ね南東に向けて傾斜していることが調査（図１）で分かり、降雨シミュレーションの実施では、現状の既存管の能力に
ついて解析した結果、大半が時間20ｍｍ以下であることが判明！その様な状況や雨水被害状況（図２）など検討した結果、「雨水整備の役割分担に
ついて、事業効果の早期発現のためには、都と市が適切な役割分担の下、早期の効果発現に向け連携した取り組みを行っていくことが必要」とされ、
最終的には「広域雨水幹線整備は、都施行による流域下水道事業として実施」「広域雨水幹線へ雨水を流入させるための枝線及び主要枝線は、各市
が公共下水道事業として実施」（図3）とすることが、各市の負担額を軽減され、事業進捗の確実性が高まるとの見解が出されました。
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都民ファーストの会東京都議団の取り組みをご紹介します

空堀川流域の広域的な雨水整備について、「空堀川流域広域雨水整備検討協議会」を設置し、都及び地元３市が取り組むべき内容の検討を開始しました。　

■学校施設における暑さ対策について
質問：学校施設の防災機能に関する実態調査によると、避難所に指定されている学校のうち、約91％が地域の小学校とされており、東日本
　　　   大震災後の学校に対する調査によれば、避難所として利用された施設は体育館が70.1％と最も多いとのことです。その設備に関する
　　　   課題として、トイレに次いで冷暖房設備に不足があるということが明らかになっています。都民ファーストの会東京都議団は、知事
　　　   及び教育長に提出した熱中症対策に関する緊急対策要望において、区市町村立の学校が設置するエアコンディショナーについて、
　　　   特別教室への設置の補助を継続し、さらに体育館等必要な施設に補助を行うこと及び都立高体育館への冷房設置を求めました。
　　　   今後は、体育館を含む学校施設における冷房設置を迅速に進めるべきと考えますが、都の見解を伺います。

中井教育長：
学校施設での空調設備の整備についてでございますが、学校は地域の避難所としての役割を担うとともに、子供たちの学習、生活の場として安全性の確保が必要なことから、学校施設に
おける暑さ対策は、最優先に取り組むべきものと考えております。
都教育委員会は、学校施設への空調設備設置を行ってまいりましたが、今後も設置対象となる特別教室について整備の推進に努めてまいります。
また、体育館については、都立特別支援学校に加え、今後は、都立高等学校についても空調設備の整備を速やかに進めてまいります。
さらに、公立小中学校の体育館についても、国や区市町村との役割を踏まえつつ、体育館への空調設備の整備が進むよう、区市町村を支援してまいります。

「多摩地域における広域的な雨水整備について」の報告

図1：基礎調査　 図2：雨水被害状況　 図3：事業主体の検討　
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区市町村の小・中学校体育館の冷房設備設置を支援！

整　備　手　法　の　比　較整備するための費用面やランニングコストの比較は：

整備方式
A）  各市単独 B）  複数市連携+市単独

各市単独 武蔵村山市+立川市
（複数市連携）

東大和市
（市単独）

C）  複数市連携+市単独 D）  複数市連携
武蔵村山市+立川市
（複数市連携）

三市合同
（複数市連携）

東大和市
（市単独）

対策案概要

経済性（概算費用）
［幹線、主要枝線、ポンプ所
建設費、ポンプ所設備更新
費（2回）回、ポンプ所維持
管理費（50年）の合計］

概略工期
［全事業完了までの概略

施工期間］

約550億 約680億 約320億

約17年 約20年 約11年 約15年

武蔵村山市と立川市の2市に幹線を整備する。
自然流下で東大和市を通過し、東大和市最東
部付近で空堀川へ放流する。

広域幹線整備は行わず、各市が単独で対策整備
を行う。

武蔵村山市と立川市の2市に幹線を整備する。武蔵村山市
最東部付近で空堀川へ放流するが、吐口の付近の河床高よ
りも低地部の雨水を排除するため、ポンプが必要となる。

武蔵村山市から東大和市にかけて空堀川右岸の流域を
横断する雨水幹線を整備し、各市の雨水を一括的に取
水した後、東大和市の最東部付近で空堀川へ放流する。

東大和市の雨水を取水する幹線を
整備し、東大和市の最東部付近で
空堀川へ放流する。

東大和市の雨水を取水する幹
線を整備し、東大和市の最東
部付近で空堀川へ放流する。

約420億
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平成30年 第3回定例会代表質問

東京都市整備局HP（http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/index.html）で詳しく確認することができます。
「東京都市整備局→防災　～都市の確実な安全と安心の確保～　→これまでの治水対策の経緯→多摩地域における広域的な雨水整備について　空堀川流域広域雨水整備検討協議会」　

空堀川流域　雨水被害状況図
（立川市、武蔵村山市、東大和市）
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※電話に出られない場合がございます。お手数ですが
留守電・FAX・メールにて、お名前・地域（住所）・連絡先をお伝えください。

E-mail:sekino@tomin-1.tokyo

東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例 成立
国の法律※1より厳しく「合理的配慮」※2を義務化

質問　　台風21号の影響で、関西国際空港では電源設備が水没し、外国人旅
行者を初め大きな影響が生じました。さらに、北海道地震では、北海道全域が
一時停電となる事態、ブラックアウトが生じ、改めて災害時の電力確保の重要
性が認識されています。
災害が発生したとき、都内の区市町村は、被害状況の把握、避難誘導、避難
所の開設等、被災者の生命、身体及び財産を守る上で重要な役割を担ってい
ます。そのため、災害対策本部が設置される区市町村庁舎の非常用電源を確
保することは極めて重要です。
私たちは、昨年12月の第四回定例会の代表質問において、区市町村庁舎にお
ける非常用電源の整備状況の調査を東京都に求め、本年3月の予算特別委員
会で、都の調査結果を答弁として得ました。
東京都の調査の結果、都内62団体中25団体の区市町村の整備状況が、外部か
らの供給なしで非常用電源を稼働可能とする措置が望ましいとされる72時間
を下回っていることが判明しました。財政状況などさまざまな事情から、都内
の約四割の自治体で72時間分の整備が行われていないのが現実です。
大規模災害は東京都においていつ起こるかわかりません。都として、一刻も
早い基礎自治体における非常用電源、その燃料の確保、保管施設の整備の推
進を後押しすべきと考えますが、知事の見解を伺います。

小池知事　　区市町村の庁舎の非常用電源については、大変時宜を得たご提
案だと感じております。首都直下地震を初めとする大規模災害が発生した場
合、区市町村は住民に直接対応する自治体といたしまして、医療救護所の設
置や避難所の開設など、都民の生命や身体にかかわります応急対策を直ちに
開始することとなります。
また、都が医療資源や物資などを効果的に被災現場に供給する、そのために
は地元の状況を詳しく把握している区市町村からの情報が欠かせません。ま
さに、都と区市町村が一体となって、都民の安全と安心を守らなければなり
ません。
このために、区市町村庁舎の非常用電源の確保は極めて重要な課題でござい
ます。仮に、いわゆるブラックアウトが発生しても、区市町村の庁舎の電源
は途絶えないようにしなければなりません。

今後、都といたしまして、この非常用発電機の整備など、区市町村ごとに異
なる状況を把握いたしまして、少なくとも72時間の非常用電源を確保するた
めの方策について、区市町村と協議を進めまして、そのニーズを踏まえた上
で、防災街づくり基金の活用や補正予算の編成など、予算上の措置を含めま
して、必要な支援を行ってまいる所存でございます。

紛争解決に向け、障害者及び事業者へ助言等を行う広域支援相談員や、紛争解決への
あっせんを行う調整委員会を新たに設置
悪質な事業者に対しては、勧告、公表ができる仕組み

※1：国の法律は「努力義務」　
※2：「合理的配慮」… 一人ひとりの困りごとに合わせて配慮を提供すること

非常時における庁舎の電源の確保について

災害医療体制における電源確保について

「人」を大切にする都民ファーストの視点：児童虐待のない東京へ

質問　　都においても条例化を含め、児童虐待問題を幅広い
視点で子どもの福祉に関わるあらゆる機関が一丸となって取
り組むべき。
小池知事　　今後、関係各局の連携を強化するため、全庁横
断的な虐待防止のためのプロジェクトチームを立ち上げる。
また、関係局等が一体となって、子どもと家庭を支え、全て
の子どもを虐待から守る環境づくりを進めるため、都独自の条
例を新たに策定していく考え。
質問　　知事がすでに表明している人員拡大と併せて、今後の
取り組みについて。

小池知事　　保護者が子どもの確認を拒否しているケースや、
措置を継続しているケースなど、リスクが高いケースについて、
全て共有する方向で警視庁と協議を開始。
質問　　SNSを積極的に活用して、児童相談所への相談ハード
ルを低くしていくべき。
福祉保健局長　　若者のコミュニケーション手段として、SNS
が圧倒的な割合を占めるようになっていることから、今後、子
どもや保護者がよりアクセスしやすい相談環境を整備するため、
LINEなどのSNSを活用した相談体制を検討。

都民ファーストの会東京都議団の提案を受けて、
子どもを虐待から守る条例づくりへ

▼

今まで

これからは
全庁的に
対応を
検討中です

対応件数14,000件に対し、
60人の職員で対応していた

多摩地域で相談しても、
新宿センターに繋がっていました例えば

答弁する小池百合子東京都知事

質問　　北海道地震においても、病院によって非常用自家発電の出力量や確
保燃料の容量の違いから、患者の受け入れ能力にばらつきが出ており、被災
者に不安が広がりました。
とりわけ人工透析を受ける患者への影響も指摘されたように、医療機関の非
常用電源は、患者の命に直結する、いわば命の電源であり、重点的に非常用
電源の整備が求められます。
都内に八十二カ所存在する災害拠点病院については、その指定基準である自
家発電機の保有及び三日分程度の燃料の確保に関して定期的に、また、全て

の災害拠点連携病院が非常用電源を有している点を東京都が確認しているも
のと承知しています。
都は病院に対してどのような働きかけを行っていくのか伺います。

福祉保険局長　　医療法に基づく定例の立入検査の際に、非常用電源の確保
及び点検の実施を確認するとともに、設備のない病院も含め、全ての病院が
大規模災害時に医療機能を継続できるよう、助言指導し、災害医療体制の確
保を図ってまいります。

※平成30年 第3回定例会会議録より一部抜粋

※平成30年 第3回定例会会議録より一部抜粋




